
２０２３年８月３１日 

 

被保険者 各 位 

 

 

石原産業健康保険組合 

 

 

被扶養者現況調査の実施について 

 

 

 健康保険法施行規則第 50条の定めにより被扶養者の「現況調査」を行い、 

被扶養者の資格審査を致します。 

つきましては、２０２３年８月７日現在被扶養者を有している方に対して 

「健康保険 被扶養者現況調査票」を送付致しますので、必要事項記入の上、

２０２３年９月末（必着）までに内挿の封筒にて各事業所の人事・労務担当ま

で提出してください。 

ご提出の際には案内文記載の添付書類が必要になりますので、遺漏なきよう

提出願います。（高校卒業以上の方は必ず添付書類が必要です） 

お送りした案内文をよくご覧の上（両面に掲載）ご提出ください。 

＊毎年記入不備・書類の添付忘れが散見されますのでご留意ください。 

 

尚、本年度は現況調査票とは別に「共同扶養」についての確認をいたします

ので、回答のうえ返信用封筒に同封願います。 

 

提出のない場合は、現在の状況を確認できないため被扶養者の資格を喪失する

ことになります。 

必ず期限までに提出いただきますよう宜しくお願いします。 

 

 

以上 

 

 


